[image: image1.png]




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
臨時国会「特定秘密保護法案」衆院を通過、参院へ。
２５日の参院国家安全保障特別委員会で、首相のもとに外交・安保政策の「司令塔」をつくり、「特定秘密保護法案」と一体で米国との情報共有を図る「国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）設置法案」の採決が強行され、自民、公明、民主、維新、みんなの賛成多数で可決されました。日本共産党、社民党は反対しました。与党は２７日にも参院本会議で可決、成立させようと狙っています。
　この間、２１日には、日比谷野外音楽堂での１万人規模の「特定秘密保護法案」反対集会が行われ、個人や労働組合、民主団体、演劇人、弁護士、ジャーナリスト、出版関係など幅広い人々が参加しました。また、国会では議論すればするほどこの法案の危険性が日々明らかになってきており、マスメディアの世論調査では、同法案賛成の人でも「慎重審議」を求める意見が７～８割に達し、賛否も拮抗しており、反対のほうが多くなってきています。　　　　　　　　　　　　　　　　

ｐ２５日、「特定秘密保護法案」を審議中の衆院国家安全保障特別委員会は福島市内で地方公聴会を開らき、７人の公述人全員から、同法案に対して反対の表明や、さらなる公聴会の開催など慎重審議を求める意見が相次ぎました。福島県浪江町の馬場有町長は原発事故直後に放射能拡散予測システム（SPEEDI）の情報が開示されなかったことをあげ、「いち早く公開していただければ私どもは被爆を避けることができた」と指摘し、被災者の現状を「憲法の権利が全て侵害されている」と述べ、基本的人権の尊重と情報公開優先の慎重な対応が必要との考えを示しました。桜の聖母短期大の二瓶由美子教授（国際平和論）は、事故後の生活・教育環境の激変で情報不足に常に苦しんできた体験を語り、「私たちが何より求めるのは情報公開です」と述べ、法案の廃案を求めました。荒木貢弁護士は、集団的自衛権の行使で憲法を空洞化させる動きと法案が一体であると指摘し、「平和主義・民主主義を侵害し、多大な人権抑圧を招く法案だ」と批判しました。
しかしながら、翌２６日に「特定秘密保護法案」は衆院で強行採決され、参院へ舞台は移りました。　まだ成立した訳ではありません。最後まで頑張ろう！！
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください
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ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
２０１３年１２月議会スケジュール
１２月　３日（火）　午前１０時　本会議開会（議案上程、説明、役員改選）
１２月　４日（水）　午前１０時　本会議再開（役員改選）
１２月１０日（火）―１３日（金）
午前１０時  本会議、議案質疑・一般質問（ケーブルテレビ中継）
１２月１６日（月）―１７日（火）　午前１０時　　各常任委員会
１２月１８日（水）　午前１０時　　新病院の整備等に関する特別委員会
１２月２５日（水）　午後　１時 本会議(委員長報告、質疑、討論、議決)閉会
【議 案 と 報 告】
１２月議会に提出される議案は２２議案と報告２件です。　　　　　　　　　

補正予算７議案（一般会計、国保特会、農業集落排水特会、介護特会、後期高齢者医療特会、水道会計、下水道会計で総額４億１０００万円増）、条例の制定（地域包括ケアシステム推進協議会条例、城南河川防災センター条例）２議案、条例の廃止（海苔採苗場条例）１議案、条例の一部改正（市営住宅管理条例、体育施設条例、水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、水道事業給水条例、下水道条例）５議案、公の施設の指定管理者の指定（清風園、公園施設、末広駐車場・桑名駅北駐輪場、生涯学習関連施設、スポーツ施設、多度スポーツ施設）６議案、地方独立行政法人桑名市総合医療センターの中期目標設定１議案です。
一般会計補正は、国県支出金等返還金が１億３６００万円でその他には利用増・申請増による追加や農林土木の整備追加などが主です。新規はレアメタル回収用リサイクルボックス費用の５８万円です。国の要請に伴う給与減額は全会計で２億６２００万円計上されています。国保特会では１億５８００万円の償還金があります。４月の消費税増税で条例改正され、水道・下水道料金が上がります。
「地域包括ケアシステム推進協議会条例」で今後介護がどうなるのか注目されます。「公の施設の指定管理者の指定」については、スポーツ施設が東京の企業に、駐車場・駐輪場が名古屋の別の企業に指定されるのには検証が必要です。
報告は、専決処分の報告１件（消防自動車の交通事故補償）と議決事件に該当しない契約の変更１件（額田水源地の契約金額約７００万円増）です。
「生存権がみえる会」（仮称）結成総会
日時：１２月７日(土)　午後２時～　 

会場：みえ医療福祉生協地域支援センターえがお２階（津市津興字柳山1548番地）　　　　　　　　　　　　
連絡先：準備会事務局（三重民医連）ＴＥＬ  ０５９-２２５-８８４５
記念講演「安心して暮らせる社会めざして」＝私達の生きる権利を守るために＝
講師：井上英夫金沢大学名誉教授（生存権裁判を支援する全国連絡会会長）
本会の目的は「生活保護基準引き下げに反対し、審査請求・裁判などの争訟を支援する。生活保護制度改悪に反対し、人間の尊厳にふさわしい生活保護制度を求め、理解を広める。最低賃金の引き上げや最低保障年金制度の創設など、生活保護制度とともにナショナルミニマムの確立を進める運動とも連携して取り組む。又、生存権の実質的な保障を勝ち取り、豊かな生活が見える（三重る）社会を実現させる」となっており、三重県内での生存権裁判を支援する組織です。
１１月２５日、新日本婦人の会桑名支部から

「特定秘密の保護に関する法律」の制定中止を求める請願書が提出されました。紹介議員は伊藤研司、小川満美、石田正子、星野公平です。
「特定秘密の保護に関する法律」の制定中止を求める請願書
【請願趣旨】
　政府が提出している「特定秘密の保護に関する法律案」は、政府にとって都合の悪い情報を隠し、それを漏らしたり、得ようとするものを懲罰に処するものです。
　この法案は、わが国の安全保障に関する「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロ活動の防止」について「特定秘密」事項を指定するとしています。何を秘密に指定するかは国民には知らされず、勝手な理由付けで警察の活動も含めた広範な情報を秘密にすることができます。原発やＴＰＰ交渉に関する情報も対象になり、マスコミの取材や国民が情報公開を求めるなど、情報に接近しようとする行為も処罰（最高懲役１０年）される恐れがあり、国民の知る権利は侵害されます。「秘密」の取り扱い者を対象にするという「適正評価」は、思想信条の自由やプライバシー権を侵すものです。国会の国政調査権を制限し、国会議員も処罰の対象です。
　国民に詳しく知らされないうちに特別委員会で強行採決をねらうなど、やり方も民主主義に反します。
　この法案は、アメリカと軍事戦略・情報を共有する「受け皿」となる国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）設置法案と合わせ成立が狙われており、「集団的自衛権の行使」を可能にし、「戦争する国」づくりへと突き進む法案で、憲法の平和原則ともまったく相容れません。
　この法案は、主権者国民が政府を監視するという立憲主義に敵対し、日本国憲法の基本原理を根底から覆し、国民の目、耳、口をふさぐ基本的人権、民主主義を破壊する重大な弾圧法に他なりません。
　従って、貴議会より「特定秘密の保護に関する法律」の制定中止を国に強く求めて下さる様意見書の採択を求めます。
【請願項目】
１、「特定秘密の保護に関する法律」の制定中止を求める様、国に意見書を提出されたい。　　
史上最悪の臨時国会、秘密保護法案だけではない。　「逆立ち」法案も審議中！！　　　　　　　　　　　　　　
ｐ日々の生活に苦しむ国民に「自助努力への環境」を整える法案を押し付けながら、大儲けをしている財界・大企業には、更に大儲けできる環境を整備する法案を大急ぎで推進する。「自助努力」を求める相手が間違っています。こんな「逆立ち」した政治は即刻あらためるべきです。　　　　　　　　　　　　　　　

ｐ医療・介護・子育て・年金などの制度改悪の日程表を盛り込んだ「社会保障改悪プログラム法案」が、衆院本会議で自民・公明などの賛成多数で可決され、参院に送られました。社会保障にたいする国の責任を投げ捨て、国民に「自助努力」を迫る法案です。来年４月からの消費税大増税と一体で行う社会保障改悪のスケジュールをあらかじめ定める異例の法案です。７０～７４歳の医療費窓口負担の２倍化を皮切りに医療・介護などさまざまな制度で国民に負担増と給付減を求めるものです。重大なのは、社会保障への国の役割を「自助・自立のための環境整備」としたことです。憲法２５条で定めた社会保障の向上・増進への国の責任放棄です。社会保障の根幹にかかわる法案を審議も尽くさず短時間で強行した各党の姿勢が問われます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｐ大企業が大儲けできる枠組みを国がつくる「産業競争力強化法案」が、衆院本会議で自公と民主などの賛成で可決されました。国民に“きびしい痛み”を強いる法案と、大企業に“ひたすら甘い”法案を同時に押し通す安倍政権の姿勢には道理がありません。「産業競争力強化法案」は、企業が儲けのために“邪魔”とみなした規制を、「企業単位」で緩和することを認める前代未聞の仕組みまで盛り込んでいます。衆院審議中の「国家戦略特区法案」は、「特定の区域」を首相主導で上から押し付け、規制緩和を全国に先駆ける“突破口”としての役割を担わせる狙いです。国民の雇用や安全を守るための制度や規制までも例外なく見直します。国会で意見を述べた経団連代表は“使い勝手が良い”などとほめちぎり早期成立を求めているものです。この２法案は、「世界で一番企業が活躍しやすい国」をうたい文句に、大企業の「成長」を支える環境整備にむけて国が至れり尽くせりの政策を実施することを定めています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｐ又、安倍政権は今の臨時国会で、困窮に追い込まれた人でも必要な保護を受けられなくする生活保護制度改悪２法案（「生活保護法改悪案」と「生活困窮者自立支援法案」）や、高校生をもつ家庭の約２割を直撃する「高校授業料無償化廃止法案」もごり押ししています。消費税増税や「アベノミクス」による物価の高騰、貧困と格差の広がりで暮らしを守る政治こそ求められているときに、これらの法案は完全に逆行しています。国民の願いに反する法案は廃案にするのがスジのはずです。
Ｎｏ．１９９　　　　２０１３年１１月２８日
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